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麻

生

太
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院
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長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
に
際
し
た
い
わ
ゆ
る
「
核
持
ち
込
み
密
約
」
に
係

る
外
務
省
事
務
次
官
経
験
者
の
証
言
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
六
〇
年
の
日
米
安
全
保
障
条
約
改
定
に
際
し
た
い
わ
ゆ
る
「
核
持
ち
込
み
密
約
」

に
係
る
外
務
省
事
務
次
官
経
験
者
の
証
言
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
六
月
九
日
内
閣
衆
質
一
七
一
第
四
七
九
号
）
一
、
六
か
ら
十
三
ま
で
、
十
五
、
十
六
、
十

八
及
び
十
九
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
記
事
は
承
知
し
て
い
る
が
、
お
尋
ね
の
「

証
言
」
の
内
容
等
に
つ
い
て
承
知
し
て
い
な
い
。

三
か
ら
六
ま
で
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
十
九
年
十
月
十
九
日
内
閣
衆
質
一
六
八
第
一
〇
一
号
）
一
、
二
及
び
五
に
つ
い
て
等

で
累
次
に
わ
た
っ
て
お
答
え
し
て
い
る
と
お
り
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（

昭
和
三
十
五
年
条
約
第
六
号
。
以
下
「
日
米
安
保
条
約
」
と
い
う
。
）
の
下
で
の
核
兵
器
の
持
込
み
に
関
す
る
事
前
協
議
制

度
に
つ
い
て
の
日
米
間
の
合
意
は
、
日
米
安
保
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
及
び
い
わ
ゆ
る
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
口
頭
了
解
が
す
べ
て
で
あ
り
、
秘
密
で
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
こ
の
他
に
何
ら
か
の
取
決
め
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
な

く
、
こ
の
点
に
つ
き
確
認
を
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。


